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☆オンライン知的財産セミナー（知的財産と経済安全保障）⑾
☆オンライン知的財産セミナー（「訴訟差止命令」（ASI、禁訴令）とは？）⑿☆中国における営業秘密の保護にかかる法律と実務 ⑴

近年、中国ではかかる営業秘密の保護の重要性が
高まり、法改正および実務面での基準の整備が、著
しい速度で進められている。「営業秘密」とは、公衆
に知られておらず、商業的価値を有し、且つ権利者
が秘密保持措置を講じて保護している技術的又は経
営的情報をいう。『中華人民共和国民法典』第123条は、
これを知的財産権の保護対象として明確に規定して
いる。１

一方、営業秘密の保護は、中国における知的財
産権保護戦略における重要な要素の一つであるにも
かかわらず、判例により基準が整備されているとい
う実情と、その変化のスピードにより、日本企業は、
最新情報を得ることが難しく、適切な対応ができて
いない実情がある。

本稿では中国の営業秘密にかかる保護制度の基本
的な情報はもちろん、判例から、営業秘密事件の最
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－典型案例の分析と司法判断の傾向－


